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１．はじめに 

我が国では、ITSスポットサービスが、2011年8

月までに全国の高速道路上を中心に約1,600箇所

で実展開している。 

ITSスポットサービスは、ITSスポット（路側機）

からITSスポット対応カーナビを通じて、道路交通

情報・安全運転支援等に関する情報が配信され、

画像および音声にてドライバーに情報提供するも

のである。具体的には、最大約1,000kmに及ぶ広域

かつリアルタイムな道路交通情報がITSスポット

から配信され、カーナビが最速ルートをリアルタ

イムに検索する「ダイナミック・ルート・ガイダ

ンス」、急カーブ、渋滞末尾、落下物等の注意喚

起を行う「安全運転支援情報提供」等のサービス

が実現している。 

 

２． ITSスポットサービスの利用者評価 

国土交通省では、実展開したITSスポットサービ

スの導入効果の把握および改善策検討に向けた利

用者意見の収集を目的として、2011年から全国約

700名のモニタにITSスポット対応カーナビを貸与

し、モニタ調査を実施している。 

モニタの属性は、一般ドライバー、団体職員（商

工会議所、トラック協会等）、バス・タクシー等

の事業者、レンタカー利用者、行政関係者等であ

る。2011年度のモニタ調査では、2011年9月～2012

年2月の間に3回のアンケートと1回のヒアリング

を実施した。 

調査内容は、運行目的や運転頻度、サービスの

利用状況・認知度・役立ち度等である。アンケー

ト結果の一部を図1に示す。調査時は、サービスが

開始して間もないことから、各情報提供を受けた

モニタの割合は半数に及んでいない。一方で、各

情報を受けた経験のあるモニタのうち7割以上が、

実際に「非常に役に立った」「やや役に立った」

と回答しており、利用者からはサービスに対して

概ね肯定的な回答が得られた。 

３．まとめ 

ITSスポットサービスによる渋滞削減、事故削減

等の着実な社会的効果の発現には、ITSスポット対

応車載器のさらなる普及が不可欠である。これに

は、モニタ調査を通じて把握したITSスポットサー

ビスの有用性を、一般ドライバーに分かりやすく

情報提供するとともに、利用者評価を参考にサー

ビス改善を進める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：ITSスポットサービスHP 

http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot_dsrc/ 

Ｑ.お住まいの地域はどちらですか？ 

図1 アンケート結果（2011年11月実施） 

Ｑ. ダイナミック・ルート・ガイダンスは 

実際に役に立ちましたか？ 

Ｑ. 安全運転支援情報（通行規制・障害物情報）は 

実際に役に立ちましたか？ 
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6.

研究動向・成果

遊戯施設の安全対策に係る 

調査研究等の取り組み 
建築研究部 基準認証システム研究室 室長深井 敦夫 

（同）  環境・設備基準研究室  主任研究官久保田 裕二  

（キーワード） 遊戯施設、安全対策 

 

１．遊戯施設の安全対策に係る取り組みの経緯 

 遊戯施設は、建築基準法において準用工作物

として位置づけられている。一方、昨年も事故

が発生する等、運行管理も含めた安全性確保の

取り組みは依然として重要である。 

 国土技術政策総合研究所においては、このよ

うな観点から、昨年２月に、大阪で先進的な遊

園地において、安全管理担当者等を対象にした

シンポジウム及び保守点検現場の見学会を行う

等の取り組みを行ってきた。 

 さらに平成２３年度には、国土交通省建築基

準整備促進事業において遊戯施設の安全対策に

係る調査研究が進められている。 

 

２．米国等における規格基準の調査 

 この調査の中で、海外における拘束装置、乗

車中に確保が必要な離隔距離等についての規格

基準について調査を行うため、米国において開

催されたIAAPA(国際遊園地・遊戯施設協会）国

際会議に参加するとともに、米国遊園地の実情

調査を行った。 

諸外国で主に参考にされているＡＳＴＭ、Ｅ

Ｎ規格については、加速度を指標とした拘束装

置の規定が設けられている。また、現場では、

乗車前に自ら拘束装置を試すことができるよう

な工夫や、運行担当者が、拘束装置が確実に装

着されているかが視覚的にわかりやすい工夫が

施されている例がみられた。また、離隔距離に

ついても、拘束装置の形状の工夫によって外部

に手足を出すことができないようにする等の措

置が講じられている施設もみられた。 

 

３．今後の安全性向上の取り組み 

 今後、こうした情報を整理し、上記事業と連

携して、遊園地事業者に提供する等の取り組み

により、さらに安全性が高められるよう、技術

支援を行うことを検討しているところである。 

 

 


